
 

 

 
 

在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超え

る利用や医療保険適用外となる自宅外での訪問看護サービスを提供することを目的に「大分市医

療的ケア児在宅レスパイト事業」を実施します。 

 
 

(1) 対象  
 

以下の全ての要件に該当する医療的ケアを必要とする児童の家族とします。 

① 大分市内に住所を有すること 

② 0 歳から 18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日までにあること 

③ 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること 

④ 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること 

⑤ 訪問看護等により医療的ケアを受けていること 

 

 

(2) 実施内容 
 

大分市の委託を受けた訪問看護事業者が、医師の作成する訪問看護指示書に基づき、

自宅や自宅外において訪問看護サービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

※自宅で利用する場合は、医療保険による訪問看護を優先とします。 

※訪問看護事業者が提供できると判断した内容・場所であれば、自宅外でも利用可能。

ただし、学校、教育・保育施設、障害児通所支援事業所等を除きます。 

 

 

(３) 利⽤可能時間 

◆医療的ケア児 1 人につき、年間１００時間まで 

 ※サービス提供の算定時間は、1 時間単位（30 分未満切り捨て、30 分以上切り上げ） 

 

 

 

⼤分市医療的ケア児在宅レスパイト事業 

【サービスの内容例】 

〇医療保険による訪問看護実施後、本事業による訪問看護サービス 

〇親戚・友人宅等の外出先で行う訪問看護サービス 

〇きょうだい児等の行事等により、家族の不在時における自宅での訪問看護サービス 



 

 

 

(４) サービス費用 

本事業の利用にあたって、利用者の自己負担はありません。 

本事業にかかる経費は、大分市からサービスを提供した訪問看護事業者に、以下の金額 

を利用者の代わりに支払います。 

 

 

 

※サービス費用の他に発生する実費（交通費等）や当日のキャンセル料等については、 

利用者と訪問看護事業者との定めによるものとします。 

 

(５) サービス利⽤の流れ 

       

 

□本事業の対象者に該当するか確認してください。 

□現在、利用している訪問看護事業者が、大分市と委託契約を結んでいる 

か確認してください。 

 

□以下の①～③の書類を利用している訪問看護事業者を経由して又は、 

直接大分市障害福祉課へ提出してください。 

① 「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書」 

② 医師の訪問看護指示書の写し 

③ 現在医療保険等で利用している訪問看護事業者との契約書の写し又は

利用していることがわかる書類 

 

□大分市から「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定 

(却下)通知書」及び「年間利用時間確認表」を送付します。 

 

□決定通知書を確認後、訪問看護事業者と本事業の利用契約を結び、 

本事業の利用を開始してください。 

      □年間利用時間確認表を活用しながら、上限時間を超えないように確認を 

してください。 

 

 

※本事業は、年度ごとに更新が必要であるため、翌年度も継続する場合は、①②を提出

してください。 

 

 

 

相 談 

申 請 

利⽤決定 

利⽤開始 

金額＝【サービス費用：７,５００円（1 時間当たり）×サービス提供時間】 


